
本巣市産木材を活用した家具製作業務

公募型プロポーザル実施要領

１．目的

令和５年度末の新庁舎完成に向けて、「自然と共生し、まち、ひと、くらしをつな

ぐ交流の場」をコンセプトとして、親しみやすく暖かい内部空間となるよう、市有林

から伐り出した市産木材を各階各所に配置した新庁舎の整備を進めています。

新庁舎においては木質内装を見せるだけでなく、木製品に触れ、良さを知ることで、

木と共生する文化の継承と市産材のアピール、さらには市産材、県産材利用の推進に

つなげることを目的とし、本巣市産ブナ、スギ、ヒノキ等を活用した新庁舎の内装に

調和する家具を配置するため、家具デザインや配置箇所について、本市の求める事業

内容に最も合致した事業者を選定するため、公募型プロポーザル（以下「プロポーザル」

という。）を実施するものです。

本要領は、「本巣市産木材を活用した家具製作業務」に関する提案の募集について、

参加者が企画提案を行うために必要な手続きを定めるものです。

２．業務概要

（１）業務名 本巣市産木材を活用した家具製作業務

（２）業務内容 別紙「仕様書」のとおり

（３）履行期間 契約締結日から令和６年３月２８日（木）まで

（４）委託料上限額 ２０，０００，０００円（消費税及び地方消費税を含む）

この金額は予定価格を示すものではなく、提案内容の規模を示すためのもので

あることに留意すること。

３．参加資格要件

本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。なお、

必要に応じて本市から確認資料の提出を求めることがある。

（１）本公告日において、本巣市契約規則（平成 16年本巣市規則第 42号）第２１条第
２項に基づいて調製した本巣市競争入札参加資格者名簿の物品・役務等に登録され

ていること。ただし、登録を受けていない者であっても、参加表明書と併せて、本

巣市（物品・役務等）入札参加資格審査申請書を提出し資格を有すると認められる

者は参加できるものとする。

（２）地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16号）第１６７条の４の規定に該当しない者
であること。



（３）会社更生法(平成 14年法律第 154号）の規定による更生手続開始の申立て、及び
民事再生法(平成 11年法律第 225号)の規定による再生手続開始の申立てが行われた
者でないこと。

（４）本公告日から契約締結までの間において、本巣市建設工事請負契約に係る入札参

加資格停止等措置要綱(平成16年本巣市訓令甲第19号)に基づく指名停止措置を受け
ていない者であること。

（５）国税及び地方税を滞納していないこと。

（６）本巣市暴力団排除条例（平成 24年本巣市条例第 1号)第２条に規定する暴力団、
暴力団員、暴力団員等又はこれらの統制下にある者でないこと。

（７）同種業務（官民問わない。（官公庁やホテル、旅館の待合ロビー等））について、

納入実績があること。なお本業務と同種とは、特定の材（県産材・市産材等）から

製作・加工し納品をした実績のことを指し、既製品の納品はこれにあたらない。（既

製品の規格で、発注者の指示により指定材で製作し納品したものは可とする。）

（８）本業務の全部又は本業務の企画若しくは製作等のうち監理業務部分を一括して第

三者に委託し、又は請け負わせないこと。

４．プロポーザルスケジュール

５．質疑の受付、回答

本プロポーザルに関する質疑の受付は下記のとおりとする。

なお、質疑は、参加表明書、企画提案書等の作成及び提出に関する事項、並びに本業

務に関する事項とし、評価及び審査に関する質問並びに提案内容に係る質問は一切受け

付けない。

（１）提出期限 令和４年８月３０日（火） １６時まで（必着）

（２）提出方法 質疑書（様式５）に必要事項を記入し、電子メールにて提出すること。

また、提出後は速やかに事務局へ電話にて到着確認を行うこと。

実施内容 実施期間または期日

公告 令和４年８月１９日

質疑受付期間 令和４年８月１９日～８月３０日

質疑回答 令和４年９月１日

参加表明書等の提出期限 令和４年９月２日

参加資格審査結果通知 令和４年９月７日

企画提案書等提出期限 令和４年９月１４日

プレゼンテ－ション及びヒアリング 令和４年９月１６日 予定

審査結果通知 令和４年９月２２日 予定

契約 令和４年１０月上旬



提出先メールアドレス soumu@city.motosu.lg.jp
到着確認電話番号 0581-34-5021（総務部 総務課 庁舎整備推進室 直通）

（３）回答方法 令和４年９月１日（木）までに、本市ホームページへ掲載する。なお、

回答内容は本実施要領及び仕様書の追加・修正として取り扱う。

６．参加表明にかかる必要書類

本プロポーザルへ参加を希望する者(以下、｢参加希望者｣という。)は、下記により参
加表明書等を提出すること。

（１）提出期限

令和４年９月２日(金) １６時まで（必着、郵送の場合は期限内必着とする。)
（２）提出方法

事務局へ持参又は郵便(書留郵便)
(事務局での受付は、土・日曜および祝日を除く午前 9時から 17時まで。9月 2日
については 16時まで。)

（３）提出書類

様式等は、本巣市公式ホームページからダウンロードすること。

https://www.city.motosu.lg.jp/

（４）提出書類の記載に関する留意事項

市指定の様式を使用し、文字サイズは１０．５pt以上とする。
①様式１

必要事項を記載し、代表者印を押印すること。

②様式２

必要事項を記載すること。

③様式３

必要事項を記載すること。

同種業務について、納入実績が分かるもの（規格等が分かる仕様及び写真）、受

注した事実を確認することができる文書（契約書等）の写しを添付すること。

※主に提案する什器メーカ等の実績も可とする。

７．参加資格の審査及び結果通知

提出された参加表明書等を基に参加資格要件を満たしているか審査し、その結果を文

書にて令和４年９月７日（水）までに通知する。

提出書類 様式等 部数

①参加表明書 様式１ 原本１部、写し１部

片面印刷

ダブルクリップ留め

②会社概要 様式２

③業務実績調書 様式３



参加資格を認められなかった者は、以降、本プロポーザルに参加できない。

８．企画提案書の提出

参加者は次のとおり企画提案書を提出すること。

（１）提出期限

令和４年９月１４日(水) １６時 必着 (郵送の場合は期限内必着とする。)
（２）提出方法

事務局へ持参又は郵便(書留郵便)
(事務局での受付は、土・日曜および祝日をのぞく午前 9時から 17時まで。9月 14
日については 16時まで。)

（３）提出書類

（４）提出書類記載留意事項

文字サイズは原則として１０．５pt以上とする。
図、絵、写真等の使用は可とする。

①企画提案書

・プレゼンテーション時に使用する企画提案書を提出すること。

・様式は任意とし、Ａ３のサイズの書類、図面についてはＡ４サイズに折りたたむ

こととし、その場合２ページ換算とする。

・印刷は片面印刷を基本とし、表紙及び目次を除き１０ページ以下とする。

・提案者の特定につながる表現（会社名、社員名等）、文言及びマーク等は記載しな

いこと。

・提案内容は仕様書を踏まえ、業務実施体制、実施スケジュール、業務の進め方、

アピールすべき点等について文書、表及び図等を用いて簡潔かつ明瞭に記述するこ

と。また、製作する全家具の木材部分における使用量（㎥）の６０％以上は本巣

市産木材を使用していることが分かるよう記述すること。

・専門用語について注釈をつける等、専門知識を有しない者でも理解できるよう工

夫すること。

・提出後の差し替え等は原則認めない。

②様式４

見積書の金額は、消費税及び地方消費税を含まない金額とし、消費税及び地方

消費税相当額を加えた額が、本要領２（４）に記載する委託料上限額を超えては

ならない。

提出書類 様式等 提出部数、他

①企画提案書 任意様式 原本１部 写し６部

②見積書 様式４ 原本１部



９．プレゼンテーション及び質疑応答の実施

企画提案書提出後に参加者からの企画提案に係るプレゼンテーション及び質疑応答

（以下「プレゼン等」という。）を実施し、提案の実現能力、取組姿勢及び提案内容を

評価する。なお、プレゼン等に出席しない場合は、採点を行わない。

（１）開催日 令和４年９月１６日(金) 詳細な時間は別途通知する。

（２）場所 別途通知

（３）時間構成 発表時間：２５分

(プレゼンテーション１５分以内、質疑応答１０分程度）
（４）留意事項

① プレゼン等の順番は、企画提案書の到着順とする。

② プレゼン等出席人数は３人以内（パソコン操作員含む。）とする。

③ プレゼン等は非公開とし、出席する者は、会社名を特定できる表現や名札、服装

等の表示をしないようにすること。

④ 説明は、出席者の中から選任し行うものとする。

⑤ プレゼンテーション資料は企画提案書のみとし、追加資料の提出は認めない。

⑥ パワーポイント等の画像の投影については、その内容が企画提案書に合致し、提

案内容の理解を助けるものである場合に使用を認めるが、企画提案書提出時にプレ

ゼン等で使用するデータを CD-Rに入れ提出することとし、そのデータにて画像投
影をすることとする。なおノートパソコン、プロジェクター及びスクリ―ンは市が

用意するが、その他の機器等必要なものについては各自で準備すること。

１０．企画提案審査・結果通知

（１）審査は提出された、企画提案書並びにプレゼン等の説明、質疑応答の内容、見積

書を総合的に判断し、評価点合計が最も高い者を受託候補者として選定し、次に高

い者を次点候補者として選定する。なお、審査は「本巣市産木材を活用した家具製

作業務公募型プロポーザル審査委員会」にて行う。

（２）審査結果通知は全ての参加者に対して、文書で通知する。

（３）企画提案等における評価項目、評価基準、配点は別添のとおりとする。

（４）参加者が１者の場合であっても、審査及び評価を行い、基準を満たしていないと

判断した場合は受託候補者として選定されない。

１１．失格条件

次の各号のいずれかに該当した場合は、失格となる場合がある。

（１）提出書類の作成及び留意事項、提出方法、提出期限を遵守しない場合。

（２）提出書類に記載すべき事項の全部又は一部が記載されていない場合。

（３）提出書類に記載すべき事項以外の内容が記載されている場合。



（４）許容された表現方法以外の表現方法が用いられている場合。

（５）この要領に定める手続き以外の方法により、審査委員又は関係者と直接、間接を

問わず連絡を求めた場合。

（６）提出書類に虚偽の内容が記載されている場合。

１２．契約について

契約の締結は、選定された受託候補者と市との間で、提案書等に記載された項目

に基づき協議を行い、契約における仕様書の内容を定め、地方自治法施行令第 167条
の 2第 1項第 2号に定める随意契約の方法によることを原則とする。また契約の際に
は、改めて見積書を提出するものとする。

なお、プロポーザルの性質上、当該契約にあたり企画提案内容をもって契約すると

は限らないことに留意すること。

受託候補者との協議が不調となった場合には、次点候補者と協議を行い、協議が整

った場合に契約を締結することとする。

１３ ．留意事項

（１）本プロポーザルにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。

（２）本プロポーザルに参加することにより生じる費用は、すべて参加者の負担とする。

（３）提出書類は返却しない。

（４）提出期限以後の書類の再提出、追加、差し替えは認めない。

（５）提出書類は参加表明者及び企画提案者に無断で審査目的以外に使用しない。

（６）提出書類は、審査目的の範囲で複製することがある。

（７）提出書類に含まれる著作物の著作権は、企画提案者に帰属する。

（８）市は、企画提案者から提出された企画提案書等について本巣市情報公開条例(平成
16年本巣市条例第 8号)の規定による請求に基づき、第三者に開示することがある。

（９）提出書類に含まれる第三者の著作物の公表・展示等の使用に関しては、全て企画

提案者が当該第三者の承諾を得ておくこと。

（10）参加表明提出以後に参加辞退しても、以後における不利益な扱いはしない。
（11）本プロポーザルにおいて知り得た情報（周知の情報は除く。）は、本プロポーザル
の目的以外に使用し又は第三者に開示若しくは漏洩してはならないものとする。ま

た、本プロポーザルに関わりがなくなった時点で、市から入手した資料及び知り得

た情報については、適切に破棄すること。

（12）契約金額の支払いは業務完了後に一括して支払うこととなる。
（13）本プロポーザルの手続きについては、本実施要領に記載している事項のほか、公
告及び仕様書によるものとする。



別添

企画提案等における評価項目、評価基準、配点

評価項目 評価基準 配点

客
観
評
価

業務実績調書 業務実績 ３０

見積書 提案見積金額（必須・自由提案） ５０

企
画
提
案
等
評
価

業務実施体制・方針 実施体制、実施方針の評価 １０×５

業務実施工程 スケジュールの整合性・確実性 １０×５

提案内容 理解度、的確性、妥当性、流用性、

有益性等の評価

５０×５

取組意欲 本業務に対する取組意欲 １０×５

合 計 ４８０


